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特集:九 州大学病院統合1周 年記念企画

動き始めた新医師臨床研修制度

厚生労働省医政局医師臨床研修推進室長

宇 都 宮 啓

は じめに

平成16年4月 か ら医師の臨床研修が必修 となった.新 たな医師臨床研修制度の創設は,イ ンターン制度

の廃止以来36年 振 りの大幅な改革である.こ の改革は,医 師の養成にとどまらず,医 療の質の向上など医

療提供体制に影響 と変革をもたらしっつある.以 下,そ の経緯 と概要について述べたい.

1.新 医師臨床研修制度発足 まで

戦後導入 された医師国家試験制度においては,受 験資格を得るために,大 学卒業後,1年 以上の診療及

び公衆衛生に関する実地修練を経なければならないこととされていた 〔実地修練(イ ンターン)制 度〕.し

かし,各 部署に割 り当て られる期間が短 く十分な経験ができないこと,医 師免許取得前にできる行為に制

限があること,給 与などの手当がなされず経済的に困難な状況であったことなどか ら医学生の不満が蓄積

し,社 会問題 となり,昭 和43年,医 師法改正によってインターン制度が廃止され,代 わって臨床研修制度

になった.こ の改正により大学卒業 と同時に医師国家試験の受験が可能 となり,医 師は免許取得後に,2

年以上,大 学病院 または臨床研修病院において臨床研修 を行 うよう努めることとされた.

この制度においては,研 修内容や到達目標等に関する基準がなかったため,研 修病院によって指導体制

や研修内容の違いが大 きく,特 に大学病院を中心 として特定の診療科だけに限られたストレー ト研修の比

率が高かったことから,幅 広い基本的な診療能力が身に付きにくいことが指摘されていた.平 成13年 度の

調査によれば,15,439人 の研修対象者(2学 年分)の うち臨床研修を受 けていた医師は87.4%に とどまり,

そのうち71.2%が 大学病院で,残 りの28.8%が 臨床研修病院で研修 を受けていた.高 齢化社会を迎え,

複数疾患を抱えた患者や生活習慣病 を抱えた患者の増加による,全 人的 ・診療科横断的な医療や予防医学

の必要性の高まりにもかかわ らず,現 実にはス トレー ト研修により細分化,高 度専門化された医療を目指

す医師が生み出されるという状況があった.

また,こ の制度では研修医の処遇の格差が大きいことが指摘され,特 に研修医数の4分 の1を 占める私

立大学病院の手当は平均約146万 円(平 成15年 度調査)と 非常に低 く,研 修医は生活のために,未 熟な能

力のままアルバイ トをせざるを得ない状況にあった.

これ らの様々な問題点についての議論 を踏 まえ,平 成12年 に医師法等が改正され,平 成16年4月 から

①診療に従事しようとする医師は2年 以上の臨床研修 を受けること,② 研修医は臨床研修に専念するよう

努めること,③ 臨床研修の修了は医籍 に登録され修了者 には登録証が交付 されることとなった.

法改正の審議の際には,参 議院国民福祉委員会において 「医師及び歯科医師の臨床研修 については,イ

ンフォーム ドコンセントなどの取組や人権教育を通じて医療倫理の確立 を図るとともに,精 神障害や感染

症への理解を進め,更 にプライマ リーケアやへき地医療への理解を深めることなど全人的,総 合的な制度

へと充実すること.そ の際,臨 床研修 を効果的に進めるために指導体制の充実,研 修医の身分の安定及び

労働条件の向上に努めること.」について,政 府 は適切な措置を講ずるべ きである旨の附帯決議がなされ

た.

Osamu UTSUNOMIYA 

Director, Office for Clinical Training, Medical Professions Division, Health Policy Bureau, 

Ministry of Health, Labor and Welfare 

Enforcement of the New Primary Clinical Training System for Physician
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2.新 医師臨床研修制度の概要

(1)新 医師臨床研修制度の基本理念

新たな医師臨床研修制度においては,省 令で 「医師が,医 師 としての人格 をかん養し,将 来専門とする

分野にかかわ らず,医 学及び医療の果たすべき社会的役割 を認識 しつつ,一 般的な診療において頻繁に関

わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう,基 本的な診療能力 を身につけることのできるものでなければ

ならない」 と基本理念が定められた.

我が国の最高の意思決定機関である国会においてなされた先述の付帯決議 と併せて,是 非現場ではこれ

らの重みを改めてご認識頂きたいところである.

(2)研 修プログラム,到 達目標

新制度においては,プ ライマ リ・ケアの基本的診療能力 を修得できるよう,「臨床研修の到達目標」を明

確化 し,臨 床研修病院が作成する研修プログラムは 「臨床研修の到達目標」を達成できる内容 としなけれ

ばならないとしている(表).

このため,研 修分野についても,原 則 として,当 初の12か 月に内科(6か 月以上が望 ましい),外 科,

救急部門(麻 酔科を含む.)を 研修 し,そ の後,小 児科,産 婦人科,精 神科,地 域保健・医療を1か 月以上

研修することとしている.

地域保健 ・医療については,へ き地 ・離島診療所,中 小病院 ・診療所,保 健所,介 護老人保健施設など

地域における様々な現場の経験が想定されている.こ の分野についてはあまり臨床現場での理解が進んで

いないようであるが,特 に保健所等の研修においては主に以下の5点 の意義があると考えてお り,是 非 ご

理解願いたいところである.

①全人的医療の修得

新制度の基本的な考え方の一つは,「患者を全人的に診療することができる基本的能力を修得すること」

であるが,「健康 とは,肉 体的,精 神的および社会的に完全によい状態にあるということであ り,単 に疾病

表 臨床研修の到達 目標(抜 粋)

1行 動目標

医療人 として必要な基本姿勢 ・態度

(1)患 者一医師関係,(2)チ ーム医療,(3)問 題対応能力,(4)安 全管理,(5)症 例呈示

(6)医 療の社会性

,

II経 験 目標

A経 験すべき診察法 ・検査 ・手技

(1)医 療面接(2)基 本的な身体診察法(3)基 本的な臨床検査

(4)基 本的手技(5)基 本的治療法(6)医 療記録(7)診 療計画

B経 験すべき症状 ・病態 ・疾患

1.頻 度の高い症状 発熱,頭 痛,め まい,咳 ・疾,腹 痛,腰 痛等20項 目が必修

2.緊 急を要する症状 ・病態 心肺停止,シ ョック,急 性腹症等11項 目が必修

3.経 験が求められ る疾患 ・病態(88項 目のうち70%以 上の経験が望 ましい)

(1)A疾 患:入 院症例レポー トが必修:10項 目(脳 梗塞,心 不全,痴 呆等)

(2)B疾 患:外 来,入 院での経験が必修:38項 目(心 筋梗塞,気 管支喘息等)

(3)外 科手術1例 以上の受け持ち→症例 レポー ト

C特 定の医療現場の経験

(1)救 急医療,(2)予 防医療,(3)地 域保健 ・医療,(4)周 産 ・小児 ・成育医療,

(5)精 神保健 ・医療,(6)緩 和 ・終末期医療
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または虚弱ではないということではない」というWHO(世 界保健機関)の 定義にもあるように,人 間は肉

体的,精 神的のみならず社会的な生き物である.医 療機関で目の前にいる患者の全身を診 ることが出来れ

ば全人的医療 ということではな く,患 者の存在する家庭,地 域,職 場 といった社会環境 をも包含 して診る

能力が求められており,特 に地域保健 ・医療研修の機会に,是 非家庭訪問や地域活動,往 診等を行い,こ

のような視点を培っていただきたい.

②様々な保健医療福祉制度の学習

難病,精 神通院医療等の公費負担制度や介護保険制度等,患 者の負担軽減や社会復帰等に向けた各制度

の知識 を身につけることにより,適 切な診療計画作成へ とつなげる.

③臨床医の届出等の意義についての学習

食中毒,感 染症等,法 で届出が定められている疾患に関して,届 出によりどのような対策につながって

いるのかを学習すると共 に,様 々な届出等に基づ く各種統計データがどのように公衆衛生行政等に活用さ

れているのかを学ぶ.

④予防医療の学習

地域保健,産 業保健,学 校保健事業等に参加 し,様 々な予防活動 を学ぶ.

⑤医療安全の学習

医療監視に立ち会うことにより,監 視する側から見た医療安全対策の視点を学ぶ.

(3)研 修体制

プライマリ・ケアの基本的診療能力を修得するという観点から,臨 床研修病院が高度医療を提供する設

備の整った大病院に偏 ることのないようにするために,臨 床研修病院の指定に当たっては,病 床規模や剖

検などの規模等に関連する基準を廃止する一方,指 導体制や医療安全管理などの研修や医療の質等に関す

る基準を設けた.

臨床研修病院及び大学病院について,本 年3月 末現在,単 独型病院 ・管理型病院を中心 とする病院群の

合計は945件 であった.協 力型病院 も含めると,臨 床研修病院としては国内の病院の約4分 の1に 相当す

る2,076病 院が指定されている.

(4)研 修医の公募 と研修医 マ ッチ ングの実施

新制度 にお いて は,臨 床研修病院が,研 修 プログラム,処 遇等 を公表 して,原 則 として公募 による研修

医の採用 を行 う こととしている.一 方で,従 来 に比 して格段 に多 くの研修希望者 が研修病院の採用試験等

を受 ける ことになるので,採 用決定の早期化(い わ ゆる青田刈 り)や 採用決定 の時期が まちまちな ことか

ら生 じる混乱が顕著 にな ることが予想 された.そ こで,こ うした事態 を避 けるため,コ ンピュータに よる

マ ッチ ングシステムが導入 された.

平成16年10月 には希望順位表 を登録 した参加者8,394名 中,8,000名 について組 み合わせが決 まった

(マ ッチ率95.3%).大 学病院で はな く地域 の臨床研修病 院で研修 を受 ける研修 医の割合 は,平 成13年 の

28.8%(旧 制度)か ら昨年 は41.2%に 増加 したが,今 回 はさらに47.3%に まで増加 した.当 初懸念 され

た研修医 の都会 への集 中については,昨 年 のマ ッチ ング結果 もあわせて分析 す ると,東 京,大 阪,京 都,

福 岡等 の大都市 を抱 え る都府県で減少傾 向にある一方,北 海道,沖 縄,岩 手等 の道県で増加傾 向が見 られ

る等,む しろ大都会 を離 れる傾向が見 られる.こ れ らの結果 か らわか るように,全 国的 に研修 医の流動化

が始 まった とい うことが言 えよう.

(5)臨 床研修病院への支援

医師臨床研修の必修化は良質かつ適切な医療の提供 に向けた改革の基礎 として不可欠であることか ら,

臨床研修病院に対する補助金 として,平成16年 度予算において前年度の約4倍 にあたる171億 円を計上し

た(プ ログラム責任者の配置等の教育指導経費111億 円,導 入円滑化特別加算60億 円).後 者の特別加算
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は,臨 床研修病院が,研 修医にアルバイ トを行わせず,適 切な指導体制を確保して行 う宿 日直研修に対 し

て支援する補助金である.こ のような補助金の活用により,研 修医の処遇改善が進みつつある.

研修医の方々におかれては,国 費(税 金)に より臨床研修が支援されているということをご自覚頂き,

是非国民のためになる良い医師に育って頂きたい と願っている.

(6)今 後の課題

指導医の指導ガイ ドラインの作成,研 修医,研 修プログラム,臨 床研修病院の評価等,今 後,新 制度 を

実施 しなが ら対応してい く課題がある.

また,今 後は関係省庁とも連携しながら,卒 前臨床実習から卒後臨床研修終了後の後期臨床研修に到る

まで,連 続性を持ったカリキュラムの内容の調整について検討を行 う必要がある.

おわ りに

新医師臨床研修制度の創設に当たっては,医 学教育関係 を含む医療関係者,有 識者の方々の深いご理解

とご協力をいただき,紙 面をお借 りして厚 く御礼申し上げる.新 制度の円滑な実施により,質 の高い医師

を養成 し,我 が国の医療提供体制の充実を図ってまいりたい と考えているところであり,今 後 とも一層の

ご協力,ご 支援を賜れば幸いである.


